
 

 

 

令 和 元 年 ８ 月 2 7 日 

消 防 庁 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等に対す
る意見公募の結果及び改正省令等の公布 
 

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等の内容について、

令和元年７月２日から令和元年７月 31 日までの間、国民の皆様から広く意見を公募し

たところ、１件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「危険物の規制

に関する規則の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。 

 

１ 主な改正内容 

（１）屋外タンク貯蔵所に係る水張検査の代替 

  水張試験を適用しない補修溶接に係る規定を整備 

（２）水素スタンドを併設する給油取扱所の技術基準の見直し 

  停車スペースの共有化及び液化水素昇圧型ポンプの設置に係る規定を整備 

（３）地下貯蔵タンク等の定期点検期間の弾力化 

  定期的な漏れの点検について、実施期限の終期に係る規定を見直し 

（４）危険物施設の泡消火設備に係る合成樹脂管の使用 

  泡消火設備の配管･継手に合成樹脂製のものを用いる場合の規定を整備 

 

２ 意見公募の結果 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等の内容について、令和元年７月

２日から令和元年７月 31 日までの間、意見を公募したところ、１件の御意見がございまし

た。頂いた御意見及び総務省の考え方は、別紙１のとおりです。 

 

３ 省令等の公布 

消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、「危険物の規制に関する規則の一部を改

正する省令」等を令和元年８月 27日に公布しました。 

改正省令等の概要は別紙２、改め文及び新旧対照表は別紙３のとおりです。 

 

 

 

 

（事務連絡先） 

消防庁危険物保安室 勝本課長補佐、辰川 

TEL 03-5253-7524（直通） 

FAX 03-5253-7534 

 



別紙１ 
 

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）等に対して提出された意見及び総務省の考え方 

 

No. 提出された意見 総務省の考え方 
提出意見を踏まえた

案の修正の有無 

１ 

水素ステーションに関連した適切な改正だと考えま

す。日本は水素エネルギー社会をリードする立場である

ため、適切・迅速な規制の更新を望みます。過去の事

故を鑑みて適切な規制を行いつつも、逆に必要以上に

厳しい規制は速やかに改正し、我が国の水素産業の競

争力を削がないよう願います。 

賛成御意見として承ります。また、御意見も踏まえ、 

燃料電池自動車の利用環境整備に資するよう、安全性

を確保しつつ、引き続き必要な対応を検討してまいり

ます。 

無 

◯提出意見数：１件 

※ その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが１件ありました。 



別紙２ 
 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令案等について（概要） 

令和元年８月 

危険物保安室 

 

１ 改正事項 

（１）屋外タンク貯蔵所に係る水張検査の代替 

水張試験を適用しない補修溶接に係る規定を整備 

 危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号） 
 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令（昭和 47 年通産省･運輸

省･建設省･自治省令第２号）・同細目を定める告示(昭和 48 年 9 月 28 日通商産業省･運輸

省･建設省･自治省告示第１号) 
 

（２）水素スタンドを併設する給油取扱所の技術基準の見直し 

停車スペースの共有化及び液化水素昇圧型ポンプの設置に係る規定を整備 
 危険物の規制に関する規則 

 

（３）地下貯蔵タンク等の定期点検期間の弾力化 

定期的な漏れの点検について、実施期限の終期に係る規定を見直し 
 危険物の規制に関する規則 

 

（４）危険物施設の泡消火設備に係る合成樹脂管の使用 

泡消火設備の配管･継手に合成樹脂製のものを用いる場合の規定を整備 
 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示（平成 23 年総務省告示第 559

号） 
 

２ 施行日 

 公布の日（令和元年８月 27日） 

 



○
総
務
省
令
第
三
十
四
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
及
び
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三

百
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

014655A
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改

正

後

改

正

前

（
漏
れ
試
験
）

（
漏
れ
試
験
）

第
二
十
条
の
九

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
溶
接
部
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
真
空
試
験
、
加
圧
漏
れ
試

第
二
十
条
の
九

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
溶
接
部
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
真
空
試
験
、
加
圧
漏
れ
試

験
、
浸
透
液
漏
れ
試
験
等
の
試
験
に
よ
っ
て
漏
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

験
、
浸
透
液
漏
れ
試
験
等
の
試
験
に
よ
つ
て
漏
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

構
造
上
の
影
響
を
与
え
る
有
害
な
変
形
が
な
い
タ
ン
ク
の
底
部
に
係
る
溶
接
部
（
ぜ
い
性
破
壊
を
起
こ
す

［
新
設
］

お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
補
修
工
事
（
タ
ン
ク
本
体
の
変
形
に
対
す
る
影
響
が
軽
微
な
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

［
略
］

一

［
同
上
］

三

屋
根
（
浮
き
屋
根
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
総
体
と
す
る
。
）
及
び
浮
き
蓋
の
総
体
に
係
る
溶
接
部

二

屋
根
（
浮
き
屋
根
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
総
体
と
す
る
。
）
及
び
浮
き
蓋
の
総
体
に
係
る
溶
接
部

四

［
略
］

三

［
同
上
］

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
水
張
試
験
の
特
例
）

（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
水
張
試
験
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
四

令
第
十
一
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更

第
二
十
二
条
の
四

令
第
十
一
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
構
造
又
は
設
備
の
変
更

の
工
事
は
、
タ
ン
ク
本
体
に
関
す
る
工
事
を
含
む
変
更
の
工
事
で
、
当
該
タ
ン
ク
本
体
に
関
す
る
工
事
が
次
の

の
工
事
は
、
タ
ン
ク
本
体
に
関
す
る
工
事
を
含
む
変
更
の
工
事
で
、
当
該
タ
ン
ク
本
体
に
関
す
る
工
事
が
次
の

各
号
（
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
以
外
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、

各
号
（
特
定
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
以
外
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
、

第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
行
わ
れ
る
変
更
の
工
事
と
す
る
。

第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
行
わ
れ
る
変
更
の
工
事
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

構
造
上
の
影
響
を
与
え
る
有
害
な
変
形
が
な
い
タ
ン
ク
の
底
部
に
係
る
溶
接
部
（
ぜ
い
性
破
壊
を
起
こ
す

［
新
設
］

お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
補
修
工
事
の
う
ち
、
タ
ン
ク
本
体
の
変
形
に
対
す
る
影
響
が
軽
微
な
も

の

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
充
塡
設
備
設
置
屋
外
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

（
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
充
塡
設
備
設
置
屋
外
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
七
条
の
三

［
略
］

第
二
十
七
条
の
三

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

圧
縮
天
然
ガ
ス
等
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
業
務
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
設
備
は
、
第
一
号
に
掲
げ

６

［
同
上
］

る
も
の
と
し
、
当
該
設
備
は
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
圧
縮
機
、
貯
蔵
設
備
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
の
位
置
、
構
造
又

四

圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
圧
縮
機
、
貯
蔵
設
備
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
の
位
置
、
構
造
又

は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ

圧
縮
機

イ

［
同
上
］

［

略
］

［

同
上
］

（１）

（１）

ガ
ス
の
吐
出
圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
吐
出

ガ
ス
の
吐
出
圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
吐
出

（２）

（２）

圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
し
た
場
合
に
圧
縮
機
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を

圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
し
た
場
合
に
圧
縮
機
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を

設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。



［

・

略
］

［

・

同
上
］

（３）

（４）

（３）

（４）

ロ

貯
蔵
設
備

ロ

［
同
上
］

［

略
］

［

同
上
］

（１）

（１）

専
用
タ
ン
ク
の
注
入
口
及
び
第
二
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
の
注
入
口
か
ら
八
メ
ー
ト
ル
以

専
用
タ
ン
ク
の
注
入
口
及
び
第
二
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
タ
ン
ク
の
注
入
口
か
ら
八
メ
ー
ト
ル
以

（２）

（２）

上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
地
盤
面
下
に
設
置
さ
れ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
注
入
口
の
周
囲
で

上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
地
盤
面
下
に
設
置
さ
れ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
注
入
口
の
周
囲
で

発
生
し
た
火
災
の
熱
の
影
響
を
受
け
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

発
生
し
た
火
災
の
熱
の
影
響
を
受
け
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

ハ

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー

ハ

［
同
上
］

［

略
］

［

同
上
］

（１）

（１）

充
塡
ホ
ー
ス
は
、
自
動
車
等
の
ガ
ス
の
充
塡
口
と
正
常
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
ガ
ス
が
供
給

充
塡
ホ
ー
ス
は
、
自
動
車
等
の
ガ
ス
の
充
塡
口
と
正
常
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
ガ
ス
が
供
給

（２）

（２）

さ
れ
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
著
し
い
引
張
力
が
加
わ
っ
た
場
合
に
当
該
充
塡
ホ
ー
ス
の
破
断
に
よ
る

さ
れ
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
著
し
い
引
張
力
が
加
わ
つ
た
場
合
に
当
該
充
塡
ホ
ー
ス
の
破
断
に
よ
る

ガ
ス
の
漏
れ
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
の
漏
れ
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［

略
］

［

同
上
］

（３）

（３）

［
ニ

略
］

［
ニ

同
上
］

五

液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
受
入
設
備
、
圧
縮
機
、
貯
蔵
設
備
、
充
塡
用
ポ
ン
プ
機
器
、
デ
ィ
ス
ペ
ン

五

液
化
石
油
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
受
入
設
備
、
圧
縮
機
、
貯
蔵
設
備
、
充
塡
用
ポ
ン
プ
機
器
、
デ
ィ
ス
ペ
ン

サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

圧
縮
機
、
貯
蔵
設
備
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
前
号
イ
（

を
除

圧
縮
機
、
貯
蔵
設
備
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
前
号
イ
（

を
除

（３）

（３）

く
。
）
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
（

中
ガ
ス
導
管
か
ら
圧
縮
機
へ
の
ガ
ス
の
供
給
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規

く
。
）
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
（

中
ガ
ス
導
管
か
ら
圧
縮
機
へ
の
ガ
ス
の
供
給
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規

（４）

（４）

定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
受
入
設
備
及
び
充
塡
用
ポ
ン
プ
機
器
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す

定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
受
入
設
備
及
び
充
塡
用
ポ
ン
プ
機
器
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

六

防
火
設
備
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
ポ

六

防
火
設
備
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
ポ

ン
プ
機
器
に
あ
っ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

ン
プ
機
器
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
７

略
］

［
７

同
上
］

８

第
六
項
第
四
号
ハ

及
び
ニ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
す
べ
て
を
講
じ
た
場
合
又
は

８

第
六
項
第
四
号
ハ

及
び
ニ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
す
べ
て
を
講
じ
た
場
合
又
は

（１）

（１）

（１）

（１）

給
油
空
地
が
軽
油
の
み
を
取
り
扱
う
固
定
給
油
設
備
の
う
ち
ホ
ー
ス
機
器
の
周
囲
に
保
有
す
る
空
地
で
あ
る
場

給
油
空
地
が
軽
油
の
み
を
取
り
扱
う
固
定
給
油
設
備
の
う
ち
ホ
ー
ス
機
器
の
周
囲
に
保
有
す
る
空
地
で
あ
る
場

合
は
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
を
給
油
空
地
（
固
定
給
油
設
備
（
懸
垂

合
は
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
を
給
油
空
地
（
固
定
給
油
設
備
（
懸
垂

式
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ホ
ー
ス
機
器
の
周
囲
に
保
有
す
る
空
地
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
、
第
二
十
七
条

式
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
ホ
ー
ス
機
器
の
周
囲
に
保
有
す
る
空
地
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
二
十

の
五
第
七
項
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
の
七
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
置
す
る
こ
と
が
で

八
条
の
二
の
七
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

一

固
定
給
油
設
備
（
ホ
ー
ス
機
器
の
周
囲
に
保
有
す
る
給
油
空
地
に
圧
縮
天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
の
デ
ィ
ス
ペ

一

［
同
上
］

ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
の
七
第
四
項
及

び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
及
び
設
備
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

給
油
ホ
ー
ス
（
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
を
取
り
扱
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

イ

給
油
ホ
ー
ス
（
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
を
取
り
扱
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
二
十
七
条
の
五
第
七
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
先
端
部
に
手
動
開
閉
装
置
を
備
え
た

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
先
端
部
に
手
動
開
閉
装
置
を
備
え
た
給
油
ノ
ズ
ル
を
設
け
る
こ
と
。

給
油
ノ
ズ
ル
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

手
動
開
閉
装
置
を
開
放
状
態
で
固
定
す
る
装
置
を
備
え
た
給
油
ノ
ズ
ル
（
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等

ロ

手
動
開
閉
装
置
を
開
放
状
態
で
固
定
す
る
装
置
を
備
え
た
給
油
ノ
ズ
ル
（
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等



又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
を
取
り
扱
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
七
条
の
五
第
七
項
第
一
号
に

又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
を
取
り
扱
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
固
定
給
油

お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
固
定
給
油
設
備
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

設
備
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（１）

（２）

（１）

（２）

ハ

給
油
ノ
ズ
ル
は
、
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
が
満
量
と
な
っ
た
と
き
に
給
油
を
自
動
的
に
停
止
す
る
構

ハ

給
油
ノ
ズ
ル
は
、
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
が
満
量
と
な
つ
た
と
き
に
給
油
を
自
動
的
に
停
止
す
る
構

造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

［
ニ

略
］

［
ニ

同
上
］

ホ

固
定
給
油
設
備
に
は
、
当
該
固
定
給
油
設
備
（
ホ
ー
ス
機
器
と
分
離
し
て
設
置
さ
れ
る
ポ
ン
プ
機
器
を

ホ

固
定
給
油
設
備
に
は
、
当
該
固
定
給
油
設
備
（
ホ
ー
ス
機
器
と
分
離
し
て
設
置
さ
れ
る
ポ
ン
プ
機
器
を

有
す
る
固
定
給
油
設
備
に
あ
っ
て
は
、
ホ
ー
ス
機
器
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
七
条
の
五
第
七
項
第
一

有
す
る
固
定
給
油
設
備
に
あ
つ
て
は
、
ホ
ー
ス
機
器
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
転
倒
し
た
場

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
転
倒
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
固
定
給
油
設
備
の
配
管
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る

合
に
お
い
て
当
該
固
定
給
油
設
備
の
配
管
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
配
管
か
ら
の
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル

配
管
か
ら
の
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
の
漏
え
い
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
措

等
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
の
漏
え
い
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

火
災
そ
の
他
の
災
害
に
際
し
速
や
か
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
、
給
油
取
扱
所
内
の
全
て
の
固

三

火
災
そ
の
他
の
災
害
に
際
し
速
や
か
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
、
給
油
取
扱
所
内
の
す
べ
て
の

定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
の
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
す
る
た
め
の
装
置
を

固
定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
の
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
す
る
た
め
の
装
置

設
け
る
こ
と
。

を
設
け
る
こ
と
。

（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
七
条
の
五

［
略
］

第
二
十
七
条
の
五

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
業
務
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
設
備
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の

５

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
業
務
を
行
う
に
つ
い
て
必
要
な
設
備
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の

と
し
、
当
該
設
備
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、

と
し
、
当
該
設
備
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、

第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六

第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六

項
第
三
号
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と
あ
る
の
は
「
圧
縮
水
素
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
防
火
設
備
」
と
あ
る

項
第
三
号
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と
あ
る
の
は
「
圧
縮
水
素
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
防
火
設
備
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
十
七
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火
設
備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
装

の
は
「
第
二
十
七
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火
設
備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
装
置
」
と
す

置
」
と
す
る
。

る
。

一

自
動
車
等
の
洗
浄
を
行
う
設
備
、
自
動
車
等
の
点
検
・
整
備
を
行
う
設
備
、
混
合
燃
料
油
調
合
器
及
び
危

一

自
動
車
等
の
洗
浄
を
行
う
設
備
、
自
動
車
等
の
点
検
・
整
備
を
行
う
設
備
、
混
合
燃
料
油
調
合
器
及
び
危

険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
並
び
に
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第

険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
並
び
に
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第

二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同

二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

じ
。
）
及
び
防
火
設
備
（
同
規
則
第
六
条
第
一
項
第
三
十
九
号
の
防
消
火
設
備
の
う
ち
防
火
設
備
を
い
う
。

び
防
火
設
備
（
同
規
則
第
六
条
第
一
項
第
三
十
九
号
の
防
消
火
設
備
の
う
ち
防
火
設
備
を
い
う
。
次
項
に
お

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
（
同
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
第
十

い
て
同
じ
。
）
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
装
置
（
同
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
第
十
五
号
、
第
十
九
号

五
号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
の
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

及
び
第
二
十
号
の
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
装
置
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

じ
。
）

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
改
質
装
置
（
前
号
に
掲
げ
る
改
質
装
置
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
改
質
装
置
（
前
号
に
掲
げ
る
改
質
装
置
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
液
化
水
素
の
貯
槽
、
液
化
水
素
昇
圧
ポ
ン
プ
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧
縮
機
、
蓄
圧
器
、
デ
ィ
ス
ペ

じ
。
）
、
液
化
水
素
の
貯
槽
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧
縮
機
、
蓄
圧
器
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
、
液
化
水
素
配
管

ン
サ
ー
、
液
化
水
素
配
管
及
び
ガ
ス
配
管
並
び
に
液
化
水
素
、
圧
縮
水
素
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
受
入
設
備

及
び
ガ
ス
配
管
並
び
に
液
化
水
素
、
圧
縮
水
素
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
受
入
設
備
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備

の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お

の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

り
と
す
る
こ
と
。



［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

液
化
水
素
昇
圧
ポ
ン
プ
に
は
、
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
新
設
］

ニ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

ホ

圧
縮
機

ニ

［
同
上
］

ガ
ス
の
吐
出
圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
吐
出

ガ
ス
の
吐
出
圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
吐
出

（１）

（１）

圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
し
た
場
合
に
圧
縮
機
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を

圧
力
が
最
大
常
用
圧
力
を
超
え
て
上
昇
し
た
場
合
に
圧
縮
機
の
運
転
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
装
置
を

設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（２）

（３）

（２）

（３）

ヘ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

ト

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー

ヘ

［
同
上
］

［

略
］

［

同
上
］

（１）

（１）

充
塡
ホ
ー
ス
は
、
自
動
車
等
の
ガ
ス
の
充
塡
口
と
正
常
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
ガ
ス
が
供
給

充
塡
ホ
ー
ス
は
、
自
動
車
等
の
ガ
ス
の
充
塡
口
と
正
常
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
ガ
ス
が
供
給

（２）

（２）

さ
れ
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
著
し
い
引
張
力
が
加
わ
っ
た
場
合
に
当
該
充
塡
ホ
ー
ス
の
破
断
に
よ
る

さ
れ
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
著
し
い
引
張
力
が
加
わ
つ
た
場
合
に
当
該
充
塡
ホ
ー
ス
の
破
断
に
よ
る

ガ
ス
の
漏
れ
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ガ
ス
の
漏
れ
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（３）

（４）

（３）

（４）

チ

［
略
］

ト

［
同
上
］

リ

［
略
］

チ

［
同
上
］

６

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
特
例
は
、
次
の

６

［
同
上
］

と
お
り
と
す
る
。

一

改
質
装
置
、
液
化
水
素
の
貯
槽
、
液
化
水
素
昇
圧
ポ
ン
プ
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧
縮
機
及
び
蓄
圧
器
と
給

一

改
質
装
置
、
液
化
水
素
の
貯
槽
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧
縮
機
及
び
蓄
圧
器
と
給
油
空
地
等
、
簡
易
タ
ン
ク

油
空
地
等
、
簡
易
タ
ン
ク
及
び
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口
と
の
間
に
障
壁
を
設
け
る
こ
と
。

及
び
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口
と
の
間
に
障
壁
を
設
け
る
こ
と
。

二

防
火
設
備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
か
ら
放
出
さ
れ
た
水
が
、
給
油
空
地
等
、
令
第
十

二

防
火
設
備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
装
置
か
ら
放
出
さ
れ
た
水
が
、
給
油
空
地
等
、
令
第
十
七
条
第

七
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
ポ
ン
プ
室
等
及
び
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口
付
近
に
達
す
る
こ
と
を
防

一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
ポ
ン
プ
室
等
及
び
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口
付
近
に
達
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

同
上
］

７

第
五
項
第
三
号
ト

及
び
チ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
全
て
を
講
じ
た
場
合
又
は
給

［
新
設
］

( )1

( )1

油
空
地
が
軽
油
の
み
を
取
り
扱
う
固
定
給
油
設
備
の
う
ち
ホ
ー
ス
機
器
の
周
囲
に
保
有
す
る
空
地
で
あ
る
場
合

は
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
を
給
油
空
地
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

固
定
給
油
設
備
（
ホ
ー
ス
機
器
の
周
囲
に
保
有
す
る
給
油
空
地
に
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
デ
ィ
ス
ペ
ン

サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
及
び
設
備
は
、

次
に
よ
る
こ
と
。

イ

給
油
ホ
ー
ス
の
先
端
部
に
手
動
開
閉
装
置
を
備
え
た
給
油
ノ
ズ
ル
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

手
動
開
閉
装
置
を
開
放
状
態
で
固
定
す
る
装
置
を
備
え
た
給
油
ノ
ズ
ル
を
設
け
る
固
定
給
油
設
備
は
、

次
に
よ
る
こ
と
。

給
油
ノ
ズ
ル
は
、
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
給
油
口
か
ら
脱
落
し
た
場
合
に
給
油
を
自
動
的
に
停
止

( )1
す
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
油
ホ
ー
ス
は
、
著
し
い
引
張
力
が
加
わ
っ

( )2
た
と
き
に
安
全
に
分
離
す
る
と
と
も
に
、
分
離
し
た
部
分
か
ら
の
危
険
物
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
こ
と



が
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

ハ

給
油
ノ
ズ
ル
は
、
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
が
満
量
と
な
っ
た
と
き
に
給
油
を
自
動
的
に
停
止
す
る
構

造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

ニ

一
回
の
連
続
し
た
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
の
給
油
量
が
一
定
の
数
量
を
超
え

た
場
合
に
給
油
を
自
動
的
に
停
止
す
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

ホ

固
定
給
油
設
備
に
は
、
当
該
固
定
給
油
設
備
が
転
倒
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
固
定
給
油
設
備
の
配
管

及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
配
管
か
ら
の
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等
の
漏
え
い
の
拡
散

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

固
定
給
油
設
備
又
は
給
油
中
の
自
動
車
等
か
ら
漏
れ
た
ガ
ソ
リ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
ル
等
又
は
エ
タ
ノ
ー
ル
等

が
、
当
該
給
油
空
地
内
の
圧
縮
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
に
自
動
車
等
が
停
車
す
る
場
所
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン

ド
の
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
及
び
ガ
ス
配
管
が
設
置
さ
れ
て
い
る
部
分
に
達
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

三

火
災
そ
の
他
の
災
害
に
際
し
速
や
か
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
、
給
油
取
扱
所
内
の
全
て
の
固

定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
の
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
す
る
た
め
の
装
置
を

設
け
る
こ
と
。

第
六
十
二
条
の
五
の
二

令
第
八
条
の
五
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
製
造
所
等
に
係
る

第
六
十
二
条
の
五
の
二

令
第
八
条
の
五
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
製
造
所
等
に
係
る

定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
第
十
三
条
第
一

定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
第
十
三
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
及

項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
及

び
こ
れ
を
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
令
第
十
七
条
第
一
項
第
八
号
イ
及
び
同
条
第

び
こ
れ
を
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
令
第
十
七
条
第
一
項
第
八
号
イ
及
び
同
条
第

二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い

二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い

う
。
）
及
び
令
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
重
殻
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ

う
。
）
及
び
令
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
重
殻
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
場
合
及
び
こ
れ
を
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
令
第
十
七
条
第
一
項
第

の
例
に
よ
る
場
合
及
び
こ
れ
を
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
令
第
十
七
条
第
一
項
第

八
号
イ
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
二
重
殻

八
号
イ
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
二
重
殻

タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
の
外
殻
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

製
の
外
殻
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

前
項
の
点
検
は
、
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
（
以
下
こ
の
項

２

前
項
の
点
検
は
、
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
製
造
所
等
に
つ
い
て
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検

に
お
い
て
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
製
造
所
等
に
つ
い
て
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検

査
済
証
（
法
第
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
六
十
二
条
の
五
の
四

査
済
証
（
法
第
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
六
十
二
条
の
五
の
四

ま
で
に
お
い
て
「
変
更
の
許
可
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
の
変
更

ま
で
に
お
い
て
「
変
更
の
許
可
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
の
変
更

の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
に
つ
い

の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
に
つ
い

て
前
項
の
点
検
を
行
っ
た
日
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す

て
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
超
え
な

る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該

い
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
に
お
け
る
危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
が
休
止
さ
れ
、
か
つ
、
市
町
村

は
二
重
殻
タ
ン
ク
に
お
け
る
危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
が
休
止
さ
れ
、
か
つ
、
市
町
村
長
等
が
保
安
上
支
障

長
等
が
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
を
有
す
る
製

が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
を
有
す
る
製
造
所
等
の
所
有
者
、

造
所
等
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
期
間
を
当
該
市
町
村
長
等
が
定
め
る
期
間

管
理
者
又
は
占
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
期
間
を
当
該
市
町
村
長
等
が
定
め
る
期
間
延
長
す
る
こ
と
が
で



延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

一

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク

一
年
（
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
年
を
超
え
な
い
も
の
又
は
危
険
物
の
漏
れ

一

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク

一
年
（
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
年
を
超
え
な
い
も
の
又
は
危
険
物
の
漏
れ

を
覚
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て

を
覚
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て

は
三
年
）

は
三
年
）

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

第
六
十
二
条
の
五
の
三

製
造
所
等
の
う
ち
地
盤
面
下
に
設
置
さ
れ
た
配
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
埋

第
六
十
二
条
の
五
の
三

製
造
所
等
の
う
ち
地
盤
面
下
に
設
置
さ
れ
た
配
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
埋

設
配
管
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示

設
配
管
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地

下
埋
設
配
管
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
危
険
物
の
微
少
な
漏
れ
を
検
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め

下
埋
設
配
管
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
危
険
物
の
微
少
な
漏
れ
を
検
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め

の
告
示
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

の
告
示
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２

前
項
の
点
検
は
、
地
下
埋
設
配
管
を
有
す
る
製
造
所
等
に
つ
い
て
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変

２

前
項
の
点
検
は
、
地
下
埋
設
配
管
を
有
す
る
製
造
所
等
に
つ
い
て
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変

更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付

更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付

を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
前
項
の
点
検
を
行
っ
た
日
か
ら
一
年
（
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
年

を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
一
年
（
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
年

を
超
え
な
い
も
の
又
は
危
険
物
の
漏
れ
を
覚
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置

を
超
え
な
い
も
の
又
は
危
険
物
の
漏
れ
を
覚
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
三
年
）
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
行

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
年
）
を
超
え
な
い
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
地
下
埋
設
配
管
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
休
止

い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
内
に
当
該
地
下
埋
設
配
管
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
休
止
さ
れ
、
か
つ
、
市
町

さ
れ
、
か
つ
、
市
町
村
長
等
が
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
を
有
す
る
製

村
長
等
が
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
を
有
す
る
製
造
所
等
の
所
有
者
、

造
所
等
の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
期
間
を
当
該
市
町
村
長
等
が
定
め
る
期
間

管
理
者
又
は
占
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
期
間
を
当
該
市
町
村
長
等
が
定
め
る
期
間
延
長
す
る
こ
と
が
で

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

第
六
十
二
条
の
五
の
四

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

第
六
十
二
条
の
五
の
四

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い

は
、
当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い

て
当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の

て
当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
五
年
を
超
え
な
い
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
当
該

間
に
一
回
以
上
当
該
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



総

務

省

○
経
済
産
業
省
令
第
二
号

国
土
交
通
省

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
五
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
石

油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
元
年
八
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

通
商
産
業
省
、
運
輸

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年

建

設

省
、
自
治

省
、

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

省
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
タ
ン
ク
）

（
タ
ン
ク
）

第
五
十
五
条

[

略]

第
五
十
五
条

[

同
上]

[

２
・
３

略]
[

２
・
３

同
上]

４

屋
外
タ
ン
ク
に
関
す
る
工
事
が
次
の
各
号
（
特
定
屋
外
タ
ン
ク
以
外
の
屋
外
タ
ン
ク
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か

４

屋
外
タ
ン
ク
に
関
す
る
工
事
が
次
の
各
号
（
特
定
屋
外
タ
ン
ク
以
外
の
屋
外
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号

ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第

か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
項

一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
（
前
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
（
水
張
試
験
に
関

第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
（
前
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
（
水
張
試
験
に
関
す

す
る
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
適
用
し
な
い
。

る
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
適
用
し
な
い
。

[

一
～
八

略]
[

一
～
八

同
上]

九

構
造
上
の
影
響
を
与
え
る
有
害
な
変
形
が
な
い
タ
ン
ク
の
底
部
に
係
る
溶
接
部
（
ぜ
い
性
破
壊
を
起
こ
す
お

[

新
設]

そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
補
修
工
事
の
う
ち
、
タ
ン
ク
本
体
の
変
形
に
対
す
る
影
響
が
軽
微
な
も
の

[

５
～
７

略]
[

５
～
７

同
上]

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



総

務

省

○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
号

国
土
交
通
省

通
商
産
業
省
、
運
輸

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年

建

設

省
、
自
治

省
、

令
第
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る

省

通
商
産
業
省
、
運
輸
省
、

告
示
（
昭
和
四
十
八
年

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
告
示
の
日
か
ら
施

建

設

省
、
自
治
省

行
す
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
溶
接
部
の
試
験
等
）

（
溶
接
部
の
試
験
等
）

第
六
十
八
条
の
十
二

［
略
］

第
六
十
八
条
の
十
二

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

特
定
屋
外
タ
ン
ク
の
溶
接
部
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
真
空
試
験
、
加
圧
漏
れ
試
験
、
浸
透
液
漏
れ

４

特
定
屋
外
タ
ン
ク
の
屋
根
（
浮
き
屋
根
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
総
体
と
す
る
。
）
、
浮
き
蓋
の
総
体
、

試
験
等
の
試
験
に
よ
っ
て
漏
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ノ
ズ
ル
、
マ
ン
ホ
ー
ル
等
に
係
る
溶
接
部
は
、
真
空
試
験
、
加
圧
漏
れ
試
験
、
浸
透
液
漏
れ
試
験
等
の
試
験
に

よ
つ
て
漏
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

構
造
上
の
影
響
を
与
え
る
有
害
な
変
形
が
な
い
タ
ン
ク
の
底
部
に
係
る
溶
接
部
（
ぜ
い
性
破
壊
を
起
こ
す

［
新
設
］

お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
補
修
工
事
（
タ
ン
ク
本
体
の
変
形
に
対
す
る
影
響
が
軽
微
な
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

接
液
部
以
外
の
側
板
に
係
る
溶
接
部
（
取
替
え
工
事
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

［
新
設
］

三

屋
根
（
浮
き
屋
根
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
総
体
と
す
る
。
）
及
び
浮
き
蓋
の
総
体
に
係
る
溶
接
部

［
新
設
］

四

ノ
ズ
ル
、
マ
ン
ホ
ー
ル
等
に
係
る
溶
接
部

［
新
設
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



○
総
務
省
告
示
第
百
五
十
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
第
三
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

製
造
所
等
の
泡
消
火
設
備
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
五
百
五
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
固
定
泡
消
火
設
備
の
基
準
）

（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
固
定
泡
消
火
設
備
の
基
準
）

第
十
八
条

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
固
定
泡
消
火
設
備
（
危
険
物
規
制
令
第
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
顧
客
に
自
ら
給

第
十
八
条

［
同
上
］

油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
い
て
設
置
し
、
人
が
起
動
装
置
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
的
に
泡
水

溶
液
を
圧
力
に
よ
り
泡
放
出
口
か
ら
放
出
し
て
消
火
を
行
う
固
定
し
た
消
火
設
備
で
あ
っ
て
、
泡
放
出
口
、
泡

消
火
薬
剤
等
貯
蔵
容
器
（
泡
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤
と
混
合
す
る
た
め
の
水
、
又
は
泡
水
溶
液
を
貯
蔵
す

る
容
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
起
動
装
置
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

放
出
量
は
、
一
の
自
動
車
等
の
停
止
位
置
ご
と
に
、
水
平
放
出
方
式
に
あ
っ
て
は
七
・
四
リ
ッ
ト
ル
毎
分

二

放
出
量
は
、
一
の
泡
放
出
口
ご
と
に
、
水
平
放
出
方
式
に
あ
っ
て
は
七
・
四
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
、
下
方

以
上
、
下
方
放
出
方
式
に
あ
っ
て
は
二
十
二
・
二
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
と
す
る
こ
と
。

放
出
方
式
に
あ
っ
て
は
二
十
二
・
二
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
と
す
る
こ
と
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
泡
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
）

（
泡
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
）

第
十
九
条

泡
消
火
設
備
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
固
定
泡
消
火
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設

第
十
九
条

泡
消
火
設
備
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
固
定
泡
消
火
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設

置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
施
行
規
則
第
十
八
条
第
四
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、

置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
施
行
規
則
第
十
八
条
第
四
項
第
六
号
及
び
第
七
号
、
同
項

同
項
第
十
号
（
イ
の
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と

第
八
号
（
同
号
に
お
い
て
準
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
う
ち
ニ

及
び
ホ

(ロ)

(ロ)

す
る
。

を
除
く
。
）
、
施
行
規
則
第
十
八
条
第
四
項
第
九
号
、
同
項
第
十
号
（
イ
の
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
並
び
に
同

項
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

配
管
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

［
新
設
］

イ

合
成
樹
脂
製
の
管
に
あ
っ
て
は
、
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
ニ

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

(ロ)

る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
し
、
合
成
樹
脂
製
の
管
を
接
続
す
る
管
継
手
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ホ

に
規
定
す

(ロ)

る
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

ロ

合
成
樹
脂
製
の
管
及
び
管
継
手
は
、
火
災
の
熱
等
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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